
社会保険の手続きは「電子申請」をご利用ください…２
「保険料納入告知書・領収済通知書」がオンライン事業所年金情報サービスで受け取れるようになりました…３　
マイナポータルからスマホで国民年金手続の電子申請ができます…４　年に１度健診を受診しましょう…５　
医療機関等を受診する際にマイナンバーカードを一度使ってみませんか？…６
新規｢健康経営宣言｣事業所をご紹介します…７　令和６年度事業計画・予算案を承認…８

https://www.nenkin.go.jp https://www.e-gov.go.jp

https://www.kyoukaikenpo.or.jp
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三種町を流れる三種川の源流。落差８メートルの幅広で扇状が美しい滝。
天候に恵まれた新緑の頃にタイミングが合えば、金色、銀色に輝くように見え、「金の滝」「銀の滝」とも呼ばれるようです。
※冬期は通行止めとなっております。
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4／社会保険あきた／6年4･5月 社会保険あきた／6年4･5月／5

日本年金機構からのお知らせ 全国健康保険協会からのお知らせ
協 会 け ん ぽ
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1 1 13,583

18,865
13,583

5,282

40 74

400

7,150

1,100

❶

❷

❸

❹

国民年金に加入中の方、国民年金に加入される方へ

対象手続

①国民年金（第１号被保険者）加入の届出
お勤め先を退職した場合などの、国民年金へ加入する手続

マイナポータルからスマホで

マイナポータルの「年金の手続をする」にアクセス

手続きの選択（希望する手続きを選択する）

本人の情報入力（マイナンバーカードを読み取り、申請に必要な内容を入力する）

入力を確認（入力内容を確認し、電子申請する）

こ
の
条
件
で
検
索

❶ スマートフォンとマイナンバーカードでマイナポータルにログイン

❷ マイナポータルのトップ画面で「注目の情報」を横スクロールし「年金の手続をする」

　 を選択

❶  ４桁のパスワード（券面事項入力補助用）を入力のうえ、スマートフォンの裏面に

　　マイナンバーカードをかざして読み取る（本人情報を自動入力）

❷ 入力画面の案内に従い、申請に必要な内容の選択及び入力

入力内容を確認し「次へ」をタップし、「申請する」をタップ　送信完了が表示されたら「電子申請」完了

「国民年金に関する手続き」画面で手順に沿って手続きに選択し、「この条件で検索」をタップ

国民年金手続のの電子申請 ができます

②国民年金保険料 免除・納付猶予の申請
経済的に保険料の納付が困難な場合に、納付の免除または猶予を申請する手続

③国民年金保険料 学生納付特例の申請
学生の方が保険料の納付が困難な場合に、納付の猶予を申請する手続

※初めてマイナポータルを利用される方は、マイナ
ポータルのトップ画面右上の「ログイン」から「利
　用者登録」を行ってください。

・保険料の免除・納付猶予
　または学生納付特例

・国民年金への加入

・国民年金保険料
免除・納付猶予の申請 氏名（カタカナ）

電話番号種別（携帯番号等）
電話番号
郵便番号

申請年度

資格取得（種別変更）該当年月日

申請年度、学校の名称、学校の所在地、在学
予定期間、学生の区分、添付書類（学生証等）

・国民年金保険料
学生納付特例の申請

・資格取得（種別変更）届

手続の種類
申請に必要な内容の選択および入力事項

被保険者情報 申請情報

・学生である
・学生ではない

・国民年金に加入中
・会社を退職した方、
　配偶者の扶養から外れた方等

国民年金保険料
免除・納付猶予の申請

国民年金保険料
学生納付特例の申請

資格取得（種別変更）届

国民年金の加入状況を選択在学状況を選択
手続の種類

手順2 手順3

マイナポータルはこちら

https://myna.go.jp

希望する手続きを選択

手順1



4／社会保険あきた／6年4･5月 社会保険あきた／6年4･5月／5

日本年金機構からのお知らせ 全国健康保険協会からのお知らせ
協 会 け ん ぽ

35 74

40

1 1 13,583

18,865
13,583

5,282

40 74

400

7,150

1,100

❶

❷

❸

❹

国民年金に加入中の方、国民年金に加入される方へ

対象手続

①国民年金（第１号被保険者）加入の届出
お勤め先を退職した場合などの、国民年金へ加入する手続

マイナポータルからスマホで

マイナポータルの「年金の手続をする」にアクセス

手続きの選択（希望する手続きを選択する）

本人の情報入力（マイナンバーカードを読み取り、申請に必要な内容を入力する）

入力を確認（入力内容を確認し、電子申請する）

こ
の
条
件
で
検
索

❶ スマートフォンとマイナンバーカードでマイナポータルにログイン

❷ マイナポータルのトップ画面で「注目の情報」を横スクロールし「年金の手続をする」

　 を選択

❶  ４桁のパスワード（券面事項入力補助用）を入力のうえ、スマートフォンの裏面に

　　マイナンバーカードをかざして読み取る（本人情報を自動入力）

❷ 入力画面の案内に従い、申請に必要な内容の選択及び入力

入力内容を確認し「次へ」をタップし、「申請する」をタップ　送信完了が表示されたら「電子申請」完了

「国民年金に関する手続き」画面で手順に沿って手続きに選択し、「この条件で検索」をタップ

国民年金手続のの電子申請 ができます

②国民年金保険料 免除・納付猶予の申請
経済的に保険料の納付が困難な場合に、納付の免除または猶予を申請する手続

③国民年金保険料 学生納付特例の申請
学生の方が保険料の納付が困難な場合に、納付の猶予を申請する手続

※初めてマイナポータルを利用される方は、マイナ
ポータルのトップ画面右上の「ログイン」から「利

　用者登録」を行ってください。

・保険料の免除・納付猶予
　または学生納付特例

・国民年金への加入

・国民年金保険料
免除・納付猶予の申請 氏名（カタカナ）

電話番号種別（携帯番号等）
電話番号
郵便番号

申請年度

資格取得（種別変更）該当年月日

申請年度、学校の名称、学校の所在地、在学
予定期間、学生の区分、添付書類（学生証等）

・国民年金保険料
学生納付特例の申請

・資格取得（種別変更）届

手続の種類
申請に必要な内容の選択および入力事項

被保険者情報 申請情報

・学生である
・学生ではない

・国民年金に加入中
・会社を退職した方、
　配偶者の扶養から外れた方等

国民年金保険料
免除・納付猶予の申請

国民年金保険料
学生納付特例の申請

資格取得（種別変更）届

国民年金の加入状況を選択在学状況を選択
手続の種類

手順2 手順3

マイナポータルはこちら

https://myna.go.jp

希望する手続きを選択

手順1



6／社会保険あきた／6年4･5月 社会保険あきた／6年4･5月／7

全国健康保険協会からのお知らせ
協 会 け ん ぽ

    

  

1

2

3

ATM



6／社会保険あきた／6年4･5月 社会保険あきた／6年4･5月／7

全国健康保険協会からのお知らせ
協 会 け ん ぽ

    

  

1

2

3

ATM



8／社会保険あきた／6年4･5月 社会保険あきた／6年4･5月／9

秋田県社会保険協会からのお知らせ

(1) 広報活動を実施する。

　①広報誌「社会保険あきた」を隔月発行する。

　②社会保険関係の参考図書を配布し、制度の周知

　　を図る。

　③社会保険の事務手続きに関するテキストを配布

　　する。

(2) 社会保険等新任担当者事務説明会及び、年金・

　　健康保険制度別事務説明会を開催する。

(3) 年金相談等について協力連携に努める。

(4) 生活習慣病予防健診・特定健診の受診勧奨につ

　　いての広報を実施する。

(1) 健康管理の向上に資するため、事業所等におい

　　て講習会を実施し、従業員の健康づくりをサポ

　　ートする。

(2) 体育活動として各種球技大会等を実施する。

(3) 健康づくり事業等社会保険協会事業に積極的に協

　　力いただいている優良事業所の表彰を実施する。

(4) 健康管理セミナー・ライフセミナーを開催する。

　秋田県社会保険委員会連合会及び各地区社会保険

委員会の活動を支援する。

　３月19日当協会の理事会・評議員会が開催され、一般財団法人秋田県社会保険協会の「令和６年度事業
計画・予算案」は理事会・評議員会で承認されました。
　主な事業計画は次のとおりです。

令和６年度事業計画・予算案を承認

「
縁
（
え
に
し
）
」

制度普及に関する事業　 健康管理に関する事業

社会保険関係団体等への活動支援

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置について

Ｑ 　子どもを養育している間の標準報酬月額の特例措置と
は、どのようなものでしようか?

Ａ　　　　３歳未満の子を養育し、勤務時間短縮等の措　　　置を受けることで標準報酬月額が低下した場合、
報酬の低下が将来の年金額に影響しないようにしたも
のです。年金額については養育する前の標準報酬月額
が反映されます。
　特例措置を受けるためには「厚生年金保険養育期間
標準報酬月額特例申出書」（以下「申出書」という）
の提出が必要です。
　対象となる期間は、３歳未満の子の養育開始月から
養育する子の３歳誕生日のある月の前月までです。

　申出には以下の書類を添付してください。
　・戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書
　・住民票の写し
　※申出書に申出者と養育する子の個人番号が記載さ
れている場合は、住民票の写しの添付は不要です。

　届出は、被保険者の方は事業主経由で、被保険者で
あった方(退職者)は、本人から直接提出することがで
きます。
　詳しくは管轄の年金事務所へお問い合わせください。

メタボリックシンドローム
喫煙・メンタルヘルス

食生活による疾病予防
食事と健康

肩こり・腰痛の予防改善
リフレッシュ体操

『油断大敵！
　　　　内臓脂肪』

『バランスよく
　　　　食べよう』

『自分を知ろう
　　健康チェック』

被保険者や被扶養者の方々の健康づくりをサポートするため、
健康づくりに関する講習会を実施しています。
都合の良い日時に、ご希望の講師が職場又はご用意された会
場へお伺いしますので、職場研修等にご利用ください。

お問い合わせ・申し込みは　　一般財団法人 秋田県社会保険協会　　　018-831-6205　FAX 018-832-3681

講座の主な実施内容（１時間程度）

健康管理講座の募集 無料
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第212回　若年性認知症について
　65歳未満で発症するといわれている『若年性認知症』はご存じですか？働き盛りで病気になるため、本
人だけでなく家族への影響も大きいとされ、県内では約190人の患者がいるといわれています。高齢者の
病気という認識などから診断に時間がかかる傾向で、できるだけ早期に診断し、適切な支援を受けることが
重要です。若年性認知症支援ガイドブック改訂版を参考にご紹介します。

保険料の納期内納入にご協力ください保険料の納期内納入にご協力ください 月末には社会保険料振替口座の残高確認を
お願いします。

一般財団法人秋田県社会保険協会

★ねんきん定期便・ねんきんネットに関するお問い合わせ

★ねんきんダイヤル（一般的な年金相談）

年金についての相談やお問い合わせ先休日・夜間の年金相談窓口をご利用ください

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1

8

15

22

29

3

10

17

24

31

2

9

16

23

30

5

12

19

26

4

11

18

25

6

13

20

27

7

14

21

28

令和６年５月 令和６年６月

5

12

19

26

1

8

15

22

29

3

10

17

24

4

11

18

25

2

9

16

6

13

20

2723
30

7

14

21

28


